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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　購入取引データ検索システム（１２）における、コンピュータによる方法であって、
　前記購入取引データ検索システム（１２）に関連付けられているサーバシステムが、第
１のネットワークノードとの第１のネットワーク接続を通して、購入取引記録（４６、４
８）を検索するステップと、
　前記サーバシステムが、前記購入取引記録（４６、４８）から、対象となるそれぞれの
購入関連フィールドタイプについての購入取引関連データ値のそれぞれの組を自動的に抽
出するステップ（２８）と、
　前記サーバシステムが、自動的に、対象となる１つ以上の前記購入関連フィールドタイ
プについての１つ以上の不完全なそれぞれの購入関連データ値を含む前記購入取引関連デ
ータ値の組（３４）のそれぞれにフラグを付け（３２）、フラグが付けられた前記購入取
引関連データ値の組（３４）と、完全であると判定された前記購入取引関連データ値の他
の組（３１）とをデータ記憶システム（３６）に記憶するステップと、
　前記サーバシステムが、前記データ記憶システム（３６）内の、フラグが付けられた前
記購入取引関連データ値の組（３４）のそれぞれにつき、
　前記フラグが付けられた組における１つ以上の抽出されたデータ値に基づいて、クエリ
と少なくとも１つのクエリ結果選択基準とを決定し（４４）、
　第２のネットワークノードとの第２のネットワーク接続を通して、前記クエリに基づき
、それぞれの購入関連フィールドタイプのデータ値にそれぞれ関連付けられた商品関連品
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目のランク付けされたリストを含む各クエリ結果を取得し（５０）、
　少なくとも１つの前記クエリ結果選択基準に基づいて、ランク付けされた前記リスト内
の商品関連品目を選択し（５２）、
　前記クエリ結果の各々から、当該クエリ結果における選択された前記商品関連品目に関
連付けられている、対象となる１つ以上の前記購入関連フィールドタイプのうちの少なく
とも１つの各データ値を抜粋し（５４）、
　抜粋された少なくとも１つの前記データ値と、それぞれのフラグ付けされた前記組にお
ける、抽出された購入関連取引値とを前記データ記憶システムにロード（５６）するステ
ップと、
　前記サーバシステムが、前記データ記憶システム内の購入取引関連データ値に関するビ
ューを示すデータをクライアントネットワークノードに送るステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記フラグを付けること（３２）は、前記サーバシステムが、不完全なデータ値のマー
カの有無について、前記購入取引関連データ値の組を自動的にスキャンすることを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の組（３４）のうちの特定の１つに関し
て、前記不完全なデータ値のマーカは、対象となる商品説明フィールドタイプについて抽
出された商品説明テキストデータ値が不完全であることを示す表示に対応するものである
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の特定の組について、前記決定（４４）
は、抽出された不完全な前記商品説明テキストデータ値をサーチクエリに少なくとも部分
的に含めることを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の特定の組について、
　前記抽出（２８）は、前記サーバシステムが、それぞれの前記購入取引記録から少なく
とも１つの価格データ値を自動的に抽出することを含み、
　前記決定（４４）は、前記サーバシステムが、抽出された少なくとも１つの前記価格デ
ータ値に基づいて少なくとも１つのクエリ結果選択基準を自動的に決定することを含む、
請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記抽出（２８）は、前記サーバシステムが、小計フィールドタイプの第１の価格デー
タ値と、注文金額フィールドタイプの第２の価格データ値とを自動的に抽出することを含
み、
　前記決定（４４）は、前記サーバシステムが、前記第１の価格データ値及び前記第２の
価格データ値に基づいて、それぞれの前記クエリ結果において前記商品関連品目を選択す
るための上限商品価格及び下限商品価格に対応するクエリ結果選択基準を自動的に決定す
ることを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記抽出（２８）は、前記サーバシステムが、それぞれの前記購入取引記録から１つ以
上の品目数量データ値を自動的に抽出することを含み、
　前記決定（４４）は、前記サーバシステムが、抽出された１つ以上の前記品目数量デー
タ値に基づいて前記上限商品価格及び前記下限商品価格を自動的に決定することを含む、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択（５２）は、ランク付けされた前記リスト内の前記商品関連品目のいずれもが
、ユーザ価格限度に対応する、決定された前記クエリ結果選択基準よりも低い価格を有し
ないとの判断に応じて、ランク付けされた前記リスト内の前記商品関連品目のうちランク
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の最も高いものを選択することを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記選択（５２）は、前記第２の価格データ値がゼロであるとの判断に応じて、ランク
付けされた前記リスト内の前記商品関連品目のうちランクの最も高いものを選択すること
を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記不完全なデータ値のマーカは、対象となる前記商品説明フィールドタイプについて
抽出された前記商品説明テキストにおける省略記号を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１１】
　前記不完全なデータ値のマーカは、対象となる商品説明フィールドタイプについて抽出
された前記商品説明テキストにおいて、それぞれの購入取引が、指定されていない１つ以
上の他の品目に関係することを示す表示を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項１２】
　前記選択（５２）は、少なくとも１つの前記クエリ結果選択基準を満たす、ランク付け
された前記リスト内の前記商品関連品目のうち最もランクの高いものを選択することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ロード（５６）は、前記サーバシステムのデータベース管理システムの構成要素に
よって実行され、
　前記取得（５０）は、前記サーバシステムが、前記クエリを前記データベース管理シス
テムに自動的に送ることを含み、前記クエリ結果は、前記データベース管理システムによ
り、それまでに抽出され、データウェアハウスにロードされた購入関連データ値に対する
前記クエリの適用に基づいて提供される、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記サーバシステムが、フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の組のそれぞれ
が抽出される、それぞれの前記購入取引記録（４６、４８）に関連付けられた各販売業者
を特定するステップを更に含み、それぞれの前記クエリ結果が取得される前記第２のネッ
トワークノードは、前記販売業者に関連付けられたウェブサーバである、請求項１に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記取得（５０）は、前記サーバシステムが、前記販売業者に関連付けられた前記ウェ
ブサーバによって生成されたウェブページのグラフィカル制御要素に前記クエリを自動的
に入力することを含み、前記クエリ結果は、前記販売業者に関連付けられた前記ウェブサ
ーバから提供されるウェブページにおいて提供される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の組のそれぞれについて、前記選択（５
２）は、選択された前記商品関連データ品目が所定の適時性要件を満たすとの判断に基づ
くものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記記憶は、フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の組を回復データストアに
記憶することと、完全であると判定された前記購入取引関連データ値の他の組を構造化デ
ータとしてデータウェアハウスに記憶することとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記クエリ結果は、ランク付けされた商品関連品目の前記リストを含むドキュメントか
ら取得され、それぞれのデータ値は、それぞれのクエリ結果ドキュメントから抜粋される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記取得（５０）は、完全であると判定された前記購入取引関連データ値の他の組のそ
れぞれに前記クエリを適用することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
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　前記抽出（２８）は、ネットワークノード間で送られる各電子メッセージ（２２）にお
ける購入取引記録（４６、４８）から前記購入取引関連データ値のそれぞれの組を抽出す
ることを含み、前記クエリは、前記電子メッセージ（２２）のそれぞれから抽出されて完
全であると判定された前記購入取引関連データ値の他の組のそれぞれに対して適用される
、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記抽出（２８）は、１人以上の販売業者のそれぞれの各サーバシステムによって管理
されるユーザアカウント（３３）における購入取引記録（４６、４８）から前記購入取引
関連データ値のそれぞれの組を抽出することを含み、前記クエリは、前記ユーザアカウン
ト（３３）のそれぞれから抽出される前記購入取引関連データ値の他の組のそれぞれに対
して適用される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　購入取引データ検索システム（１２）に関連付けられる装置であって、
　プロセッサ可読命令を記憶するメモリ（３２８）と、
　前記メモリ（３２８）に接続され、前記命令を実行可能であり、前記命令の実行に少な
くとも部分的に基づいて処理を行うことが可能なプロセッサ（３２２）と
　を備え、
　前記処理は、
　第１のネットワークノードとの第１のネットワーク接続を通して、購入取引記録（４６
、４８）を検索するステップと、
　前記購入取引記録（４６、４８）から、対象となるそれぞれの購入関連フィールドタイ
プについての購入取引関連データ値のそれぞれの組を自動的に抽出するステップ（２８）
と、
　自動的に、対象となる１つ以上の前記購入関連フィールドタイプについての１つ以上の
不完全なそれぞれの購入関連データ値を含む前記購入取引関連データ値の組（３４）のそ
れぞれにフラグを付け（３２）、フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の組（３
４）と、完全であると判定された前記購入取引関連データ値の他の組（３１）とをデータ
記憶システム（３６）に記憶するステップと、
　前記データ記憶システム内の、フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の組（３
４）のそれぞれにつき、
　前記フラグが付けられた組における１つ以上の抽出されたデータ値に基づいて、クエリ
と少なくとも１つのクエリ結果選択基準とを決定し（４４）、
　第２のネットワークノードとの第２のネットワーク接続を通して、前記クエリに基づき
、それぞれの購入関連フィールドタイプのデータ値にそれぞれ関連付けられた商品関連品
目のランク付けされたリストを含む各クエリ結果を取得し（５０）、
　少なくとも１つの前記クエリ結果選択基準に基づいて、ランク付けされた前記リスト内
の商品関連品目を選択し（５２）、
　前記クエリ結果の各々から、当該クエリ結果における選択された前記商品関連品目に関
連付けられている、対象となる１つ以上の前記購入関連フィールドタイプのうちの少なく
とも１つの各データ値を抜粋し（５４）、
　抜粋された少なくとも１つの前記データ値と、それぞれのフラグ付けされた前記組にお
ける、抽出された購入関連取引値とを前記データ記憶システムにロード（５６）するステ
ップと
　を含む、装置。
【請求項２３】
　具現化されたプロセッサ可読プログラムコードを有する少なくとも１つの非一時的なコ
ンピュータ可読媒体（３２８）であって、前記プロセッサ可読プログラムコードは、ある
方法を行うためにプロセッサ（３２２）により実行されるものであり、
　前記方法は、
　第１のネットワークノードとの第１のネットワーク接続を通して、購入取引記録（４６
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、４８）を検索するステップと、
　前記購入取引記録（４６、４８）から、対象となるそれぞれの購入関連フィールドタイ
プについての購入取引関連データ値のそれぞれの組を自動的に抽出するステップ（２８）
と、
　自動的に、対象となる１つ以上の前記購入関連フィールドタイプについての１つ以上の
不完全なそれぞれの購入関連データ値を含む前記購入取引関連データ値の組（３４）のそ
れぞれにフラグを付け（３２）、フラグが付けられた前記購入取引関連データ値の組（３
４）と、完全であると判定された前記購入取引関連データ値の他の組（３１）とをデータ
記憶システム（３６）に記憶するステップと、
　前記データ記憶システム（３６）内の、フラグが付けられた前記購入取引関連データ値
の組（３４）のそれぞれにつき、
　前記フラグが付けられた組における１つ以上の抽出されたデータ値に基づいて、クエリ
と少なくとも１つのクエリ結果選択基準とを決定し（４４）、
　第２のネットワークノードとの第２のネットワーク接続を通して、前記クエリに基づき
、それぞれの購入関連フィールドタイプのデータ値にそれぞれ関連付けられた商品関連品
目のランク付けされたリストを含む各クエリ結果ドキュメントを取得し（５０）、
　少なくとも１つの前記クエリ結果選択基準に基づいて、ランク付けされた前記リスト内
の商品関連品目を選択し（５２）、
　前記クエリ結果ドキュメントの各々から、当該クエリ結果ドキュメントにおける選択さ
れた前記商品関連品目に関連付けられている、対象となる１つ以上の前記購入関連フィー
ルドタイプのうちの少なくとも１つの各データ値を抜粋し（５４）、
　抜粋された少なくとも１つの前記データ値と、それぞれのフラグ付けされた前記組にお
ける、抽出された購入関連取引値とを前記データ記憶システムにロード（５６）するステ
ップと、
　前記データ記憶システム内の購入取引関連データ値に関するビューを示すデータをクラ
イアントネットワークノードに送るステップと
　を含む、コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　人々は、様々な支払いオプションを使っていろいろな販売業者から商品を購入する。こ
のような購入の取引は、通常、店舗での物理的なレシート又は購入者のメッセージアカウ
ント（例えば、購入者の電子メールアカウント）を宛先とする電子的な確認メッセージに
よって確認される。確認メッセージの数が多くなり、種類も増えることにより、人々が自
身の購入を追跡すること、及び自身の購入履歴を全体的に把握することが困難になる。加
えて、人々の商品購入先である販売業者の多様性が大きいことによって、販売業者が正確
な顧客プロファイルを作成するための十分な購入履歴データを得ることが困難になる。あ
る人が、その人の全ての購入について共通の識別子（例えば、ポイントカード又はクレジ
ットカード）を用いたとしても、これらの購入は、通常、その識別子をその顧客に発行し
た販売業者によってしか追跡されない。このように顧客情報が不足することによって、顧
客による販売業者の提供商品の購入が促進されるように販売業者がその販売促進を効果的
に狙う力が限られたものになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　これらの問題を改善するために、購入確認メッセージ及び配送確認メッセージ等の、販
売業者から消費者に対して直接的に発行されるデータソースから、購入関連情報を抽出す
る報告システムが開発されている。しかし、このようなデータ抽出手法は、販売業者が、
上記直接的な発行チャネル（又は発行ルート）のうちの１つ以上において完全な購入取引
情報を消費者に提供しない場合にはうまくいかない。その結果、これらのシステムは、消
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費者が買い物をする全ての販売業者の会員アカウントを開示し、更にそれらのアカウント
へのアクセスを報告システムに提供することを消費者に求めなければ、販売業者間の完全
な購入取引情報を提供することができない。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、一態様においては、購入取引データ検索システムにおける、コンピュータに
よる方法を特徴とする。本方法によれば、第１のネットワークノードとの第１のネットワ
ーク接続を通して、前記購入取引データ検索システムに関連付けられているサーバシステ
ムは、購入取引記録を検索する。前記サーバシステムは、前記購入取引記録から、対象と
なるそれぞれの購入関連フィールドタイプの購入取引関連データ値のそれぞれの組を自動
的に抽出する。前記サーバシステムは、対象となる１つ以上の前記購入関連フィールドタ
イプについての１つ以上のそれぞれの不完全な購入関連データ値を含む前記購入取引関連
データ値の組のそれぞれに対して自動的にフラグを付け、フラグが付けられた購入取引関
連データ値の組と、完全であると判定された前記購入取引関連データ値の他の組とをデー
タ記憶システムに記憶する。前記データ記憶システム内の、フラグが付けられた前記購入
取引関連データ値の組のそれぞれについて、前記サーバシステムは、フラグが付けられた
組における、抽出されたデータ値のうちの１つ以上に基づいて、クエリと少なくとも１つ
のクエリ結果選択基準とを決定し、第２のネットワークノードとの第２のネットワーク接
続を通して、前記クエリに基づき、前記サーバシステムは、それぞれの購入関連フィール
ドタイプのデータ値にそれぞれ関連付けられた商品関連品目のランク付けされたリストを
含むそれぞれのクエリ結果を取得し、前記サーバシステムは、少なくとも１つの前記クエ
リ結果選択基準に基づいて、ランク付けされた前記リスト内の商品関連品目を選択し、前
記サーバシステムは、それぞれのクエリ結果から、該クエリ結果における、選択された前
記商品関連品目に関連付けられた、対象となる１つ以上の前記購入関連フィールドタイプ
のうちの少なくとも１つのそれぞれのデータ値を抜粋し、前記サーバシステムは、少なく
とも１つの抜粋された前記データ値と、フラグが付けられたそれぞれの組における、抽出
された前記購入関連取引値とを前記データ記憶システムにロードする。前記サーバシステ
ムは、前記データ記憶システム内の購入取引関連データ値に関するビューを示すデータを
クライアントネットワークノードに送る。
【０００４】
　本発明は、上記方法を実行するように動作可能な装置、及び上記方法をコンピュータに
実行させるコンピュータ可読命令を記憶するコンピュータ可読媒体をも特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】ネットワーク通信環境の一例を示す説明図である。
【図２】購入取引データ検索システムの一例によって行われる電子メッセージ処理ステー
ジの概要を示す説明図である。
【図３】購入取引データ検索システムの一例によって行われる、電子メッセージに基づく
購入取引検索プロセスの詳細を示す説明図である。
【図４】購入取引データ検索システムの一例によって行われるサイドチャネルデータ回復
プロセスの一例を示すフローチャートである。
【図５Ａ】単一品目の購入取引に関する注文確認メッセージの説明図である。
【図５Ｂ】複数品目の購入取引に関する注文確認メッセージの説明図である。
【図６】集められた購入取引情報を提示するグラフィカルユーザインタフェースの一例を
示す説明図である。
【図７】コンピュータ装置の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の説明においては、同様の要素を特定する際に同様の符号を用いる。また、図面は
、例示的な実施形態の主な特徴を図示するためのものである。図面は、実際の実施形態の
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あらゆる特徴を示すことを目的としたものではなく、描写されている要素の相対的な大き
さを示すことを目的としたものでもなく、一定の縮尺で描かれているわけではない。
【０００７】
１．用語の定義
　「商品（product）」は、購入又は使用の対象となり得る任意の有形又は無形の品物（g
ood）又はサービスである。
【０００８】
　「購入取引情報」（「購入取引データ」ともいう）は、商品の購入に関連する情報であ
る。購入取引データには、例えば、インボイスのデータ、購入確認データ（「受領データ
」ともいう）、商品注文情報（例えば、販売業者名、注文番号、注文日、商品説明、商品
名、商品数量、商品価格、消費税、送料、及び注文金額）、及び商品出荷情報（例えば、
請求書送付先住所、配送会社、配送先住所、発送予定日、配送予定日、及び追跡番号）が
含まれる。
【０００９】
　「電子メッセージ」は、物理的なネットワークノードの間で送信者から受信者に送られ
、非一時的なコンピュータ可読メモリに記憶される永続的なテキストベースの情報記録で
ある。電子メッセージは、構造化メッセージ（例えば、構造化されたタグ要素を含むハイ
パーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）メッセージ）又は非構造化メッセージ（例え
ば、プレーンテキストメッセージ）とすることができる。
【００１０】
　「コンピュータ」は、コンピュータ可読媒体に一時的に又は恒久的に記憶されたコンピ
ュータ可読命令に従ってデータを処理する任意の機械、デバイス、又は装置である。「コ
ンピュータオペレーティングシステム」は、タスクの動作と、コンピューティングリソー
ス及びハードウェアリソースの共有とを管理及び調整するコンピュータシステムのソフト
ウェアコンポーネントである。「ソフトウェアアプリケーション」（ソフトウェア、アプ
リケーション、コンピュータソフトウェア、コンピュータアプリケーション、プログラム
、及びコンピュータプログラムともいう）は、コンピュータが解釈及び実行して１以上の
特定のタスクを実行することができる一組の命令である。「データファイル」は、ソフト
ウェアアプリケーションによって用いられるデータを永続的に記憶する情報のブロックで
ある。
【００１１】
　「コンピュータ可読媒体」（「メモリ」ともいう）という用語は、機械（例えば、コン
ピュータ）が読み出すことのできる情報（例えば、命令及びデータ）を記憶可能な、有形
で非一時的な任意のデバイスを指す。そのような情報を有形なものとして具現化するのに
適した記憶デバイスには、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＥＰＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、及びフラッシュメモリデバイス等の半導体メモリデバイス、内部ハードディ
スク及びリムーバブルハードディスク等の磁気ディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ／ＲＡＭ、並びにＣＤ－ＲＯＭ／ＲＡＭを含む全ての形態の物理的な非一時的コンピュ
ータ可読メモリが含まれるが、これらに限定されるものではない。
【００１２】
　「ネットワークノード」は、通信ネットワーク内の物理的な接点又は接続点である。ネ
ットワークノードの例には、端末、コンピュータ、及びネットワークスイッチが含まれる
が、これらに限定されるものではない。「サーバシステム」は、１以上のネットワークノ
ードを有し、情報又はサービスの要求に応答する。「クライアントノード」は、情報又は
サービスをサーバシステムに対して要求するネットワークノードである。
【００１３】
　本明細書において、「含む（include）」という用語は、対象のものを含むがそれに限
定されないということを意味し、「含んでいる（including）」という用語は、対象のも
のを含んでいるがそれに限定されないということを意味する。「基づく」という用語は、
対象のものに少なくとも部分的に基づくということを意味する。
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【００１４】
２．目立たない（unobtrusive）サイドチャネルデータ回復を有する購入取引データ検索
システム
　Ａ．序論
　以下の各論では、電子メッセージに基づいて購入取引情報を取得する改良されたシステ
ム及び方法の例を説明する。これは、販売業者がその顧客に送る電子確認メッセージから
の或る重要な商品特有の情報の脱落をもたらす、販売業者の購入取引報告の慣行における
変化から生じている実際的な問題を解決するものである。これらの例によれば、購入取引
データ検索システムが提供される。この購入取引データ検索システムは、失われた購入取
引情報を１以上のサイドチャネルから目立たないように取得し、その情報を電子メッセー
ジから抽出された情報と組み合わせて、別のやり方として従来の手法により可能なものよ
りも広く様々な購入取引及び販売業者を通じた実用的な情報を提供することができる。
【００１５】
　結果として得られる購入取引情報を集約して、個人に対してはその購入履歴を視覚化及
び整理するための強化されたツールを提供するとともに、販売業者及び他の組織に対して
は、的を絞った、あまり押し付けがましくない広告戦略及び他のマーケティング戦略を可
能とするために、種々の消費者層にわたる改良された販売業者間の購入グラフの情報を提
供することができる。これらの改良されたシステム及び方法を用意して、時間をかけて消
費者の購入をモニタし、個別の消費者について又は多くの消費者について集約可能な更新
された購入履歴情報を取得し、消費者の行動及び組織的なマーケティング戦略をもたらす
実用的な情報を提供することができる。例えば、これらの改良されたシステム及び方法は
、様々な購入取引情報を実用的なデータにまとめることができる。この実用的なデータは
、消費者が自己の以前の購入を整理して自己の購入行動の把握を高めるために消費者が利
用できるとともに、販売業者及び他の組織が自己のマーケティングキャンペーンの精度及
び投資利益率を向上させるために用いることができる。
【００１６】
　Ｂ．例示的な動作環境
　図１に、ネットワーク１１を有するネットワーク通信環境１０の一例を示す。ネットワ
ーク１１は、購入取引データ検索システム１２と、商品を販売する１以上の商品売買業者
１４と、購入された商品を購入者に配送する１以上の商品配送業者１６と、メッセージハ
ンドリングサービスを提供する１以上のメッセージ提供者１８と、商品情報及びマーケッ
ト情報並びにサービスを購入取引データ検索システム１２から購入する１以上の購入取引
情報利用者２０とを相互に接続する。
【００１７】
　ネットワーク１１は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタンエリア
ネットワーク（ＭＡＮ）、及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）（例えば、インター
ネット）のうちの任意のものを含むことができる。ネットワーク１１は通常、購入取引デ
ータ検索システム１２と、１以上の商品販売業者１４と、商品配送業者１６と、メッセー
ジ提供者１８と、購入取引情報利用者２０とのネットワークノード間において、多種多様
な異なるメディアタイプ（例えば、テキスト、音声、オーディオ、及びビデオ）の伝送を
サポートする複数の異なるコンピューティングプラットフォーム及び配信設備を有する。
購入取引データ検索システム１２と、商品販売業者１４と、商品配送業者１６と、メッセ
ージ提供者１８と、購入取引情報利用者２０とのそれぞれは、通常、ネットワークノード
（例えば、クライアントコンピュータ又はサーバシステム）を介してネットワーク１１に
接続する。このネットワークノードは、有形のコンピュータ可読メモリ、プロセッサ、及
び（ディスプレイを含み得る）入出力（Ｉ／Ｏ）ハードウェアを備える。
【００１８】
　１以上の商品販売業者１４は、通常、個人及び会社が、ウェブブラウザ等のネットワー
ク対応ソフトウェアアプリケーションを用いてネットワーク１１を介して商品を直接購入
することを可能にする。１以上の商品販売業者１４は、個人及び会社が物理的な小売店舗
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において商品を購入することも可能とすることができる。いずれの場合も、購入取引が完
了した後に、商品販売業者１４は、商品購入者に関連付けられているメッセージアドレス
に電子的な商品購入確認メッセージを送ることができる。この商品購入確認メッセージは
、例えば、販売業者名、注文番号、注文日、配送予定日、商品説明、商品名、商品数量、
商品価格、消費税、送料、及び注文金額等の商品注文情報を含むことができる。商品販売
業者１４は、商品配送業者１６のうちの１つにより商品を配送してもらうように手配する
こともできる。購入商品のタイプによっては、商品配送業者１６は、商品を購入者に物理
的又は電子的に送ることができる。いずれの場合も、商品配送業者１６又は商品販売業者
１４は、購入者に関連付けられているメッセージアドレスに電子的な配送通知メッセージ
を送ることができる。この電子的な配送通知メッセージは、例えば、商品注文情報、請求
書送付先住所、配送会社、配送先住所、出荷予定日、配送予定日、及び追跡番号等の商品
出荷情報を含むことができる。
【００１９】
　一般に、購入者のメッセージアドレスは、電子メッセージを送ることができる任意のタ
イプのネットワークアドレスとすることができる。そのようなメッセージアドレスの例に
は、電子メール（ｅメール）アドレス、テキストメッセージアドレス（例えば、電話番号
又はテキストメッセージサービスのユーザ識別子等の送信者識別子）、ソーシャルネット
ワーキングサービスのユーザ識別子、及びファクシミリの電話番号が含まれる。商品購入
に関連する電子メッセージは、通常、購入者のメッセージアドレスに関連付けられたメッ
セージ提供者１８のそれぞれを経て購入者へとルーティングされる。メッセージ提供者１
８は、通常、購入者の電子メッセージをデータベース内の各メッセージフォルダデータ構
造体に保存する。
【００２０】
　購入取引データ検索システム１２は、商品購入者の電子メッセージから購入取引情報を
抽出する。幾つかの例では、購入取引データ検索システムは、メッセージ提供者１８によ
って管理される各商品購入者のメッセージフォルダへのアクセス権を商品購入者から取得
する。他の例では、商品購入者は、購入取引データ検索システム１２が、その商品購入者
のローカル通信デバイス（例えば、パーソナルコンピュータ又はモバイルフォン）に保存
されているその商品購入者の電子メッセージにアクセスすることを許可する。
【００２１】
　Ｃ．目立たないサイドチャネルデータ回復を有する購入取引データの検索
　　１．概略
　図２に示すように、購入取引データの検索及び提供サービス１２は、商品購入者（本明
細書では「ユーザ」ともいう）の電子メッセージ２２にアクセスする権利を得た後に、商
品購入者の電子メッセージアカウントにアクセスし、購入取引に関係する電子メッセージ
２２のうちの選択されたものを処理する。購入取引データの検索及び提供サービス１２は
、購入取引情報利用者２０へ提供することができる処理済みデータ２４を作成する前に、
電子メッセージ２２を検索して処理する複数のステージを含む。これらのステージには、
メッセージ発見ステージ２６と、フィールド抽出ステージ２８と、欠落データ回復ステー
ジ２９と、データ処理ステージ３０とが含まれる。幾つかの例では、図２の電子メッセー
ジ処理方法は、購入取引データの検索及び提供サービス１２に関連付けられたサーバシス
テムによって実行される。
【００２２】
　メッセージ発見ステージ２６において、購入取引データの検索及び提供システム１２は
、購入取引に関係する電子メッセージ２２のうちの特定のものを識別する。幾つかの例で
は、ルールベースのフィルタ及び機械学習分類器を、購入取引に関係する電子メッセージ
を特定するために用いる（例えば、２０１１年７月１９日に出願された米国特許出願第１
３／１８５，９４３号、２０１２年１月１２日に出願された米国特許出願第１３／３４９
，２８７号、２０１４年１０月２１日に出願された米国特許出願第１４／５１９，９１９
号、及び２０１４年１０月２１日に出願された米国特許出願第１４／５１９，９７５号に
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記載の例を参照）。
【００２３】
　フィールド抽出ステージ２８において、購入取引データの検索及び提供サービス１２は
、電子メッセージ２２のうちの特定されたものから購入取引情報を抽出する。こような購
入取引情報の例として、販売業者名、注文番号、注文日、商品説明、商品名、商品数量、
商品価格、消費税、送料、注文金額、請求書送付先住所、配送会社、送付先住所、出荷予
定日、配送予定日、及び追跡番号が含まれる。電子メッセージ２２のうちの特定されたも
のから購入取引情報を抽出するために様々な方法を用いることができる（例えば、２０１
１年７月１９日に出願された米国特許出願第１３／１８５，９４３号、２０１２年１月１
２日に出願された米国特許出願第１３／３４９，２８７号、２０１４年１０月２１日に出
願された米国特許出願第１４／５１９，９１９号、及び２０１４年１０月２１日に出願さ
れた米国特許出願第１４／５１９，９７５号に記載の例を参照）。
【００２４】
　欠落データ回復ステージ２９においては、購入取引データの検索及び提供サービス１２
は、抽出された購入取引情報から欠落している情報を特定し、特定された欠落情報の一部
又は全ての回復を試みる。これらのプロセスの例の詳細は後述する。
【００２５】
　データ処理ステージ３０において、購入取引データの検索及び提供サービス１２は、抽
出された購入取引情報と回復された購入取引情報とを組み合わせて、処理済みデータ２４
を生成する。この処理済みデータは、例えば、集約されたデータと、その集約されたデー
タに関するビューとを含む。集約されたデータに関する様々なビューを、種々のタイプの
購入取引情報利用者２０向けに準備することができる。個人ユーザの場合、抽出された購
入取引情報は、例えば、そのユーザの購入についての情報を示すように処理される。この
情報は、運送中の注文を追跡する情報、購入の詳細にアクセスするための情報、及び集約
された購入要約情報を含む。広告主の場合、抽出された購入取引情報は、例えば、消費者
の購入履歴に基づいて消費者への的を絞った広告を手助けできるように処理される。マー
ケット分析者の場合は、抽出された購入取引情報は、例えば、小売業者、カテゴリ、及び
デバイスにわたる匿名の品目レベルの購入詳細を提供できるように処理される。
【００２６】
　　２．サイドチャネルデータ回復
　多くの販売業者は、その顧客に対し、購入取引情報利用者２０が望むタイプの報告を作
成するための十分な購入取引情報を含む確認メッセージを送る。その一方で、他の販売業
者は購入取引報告の慣行を変更しており、その販売業者が顧客へ送る確認メッセージには
、特定の購入取引データフィールドタイプについての完全な購入取引情報がもはや含まれ
ていない（本明細書では、これらのタイプの確認メッセージを「データが限られた注文確
認メッセージ」という。）。この情報がなければ、従来の確認メッセージに基づくデータ
抽出システムは、消費者が買い物をする全ての販売業者へのアカウントの登録を消費者に
求めることなく、更にそれらのアカウントへのアクセスを報告システムに提供することを
消費者に求めることなく、販売業者間の完全な購入取引情報を提供するために必要な情報
を得ることができない。例えば、多くのタイプの購入取引情報商品を導くには、購入取引
情報提供者１２は、個別の購入商品を正確に特定（又は少なくともカテゴリ化）し、それ
らの個別の商品の支払い価格を正確に求めることを可能とする情報を必要とする。しかし
、データが限られた注文確認メッセージは、完全な商品説明情報及び個別の商品価格情報
の少なくとも一方を含んでおらず、その結果、従来の手法は、購入取引報告を作成するに
あたり、データが限られた注文確認メッセージの購入取引情報を用いない。
【００２７】
　図３に、図２のプロセスの一例を示す。この例では、データ回復ステージ２９が拡張さ
れ、欠落している購入取引情報を１以上のサイドチャネルから目立たないように回復して
、データが限られた注文確認メッセージに関連するデータ脱落の問題を軽減するプロセス
を示す。
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【００２８】
　図３に示しているように、メッセージ発見ステージ２６及びフィールド抽出処理ステー
ジ２８において、購入取引データの検索及び提供サービス１２は、ユーザの電子メッセー
ジのうちの特定されたものから、対象となるそれぞれの購入関連フィールドタイプの購入
取引関連データ値の各組を抽出する（図３のブロック２６及び２８）。購入取引関連デー
タ値の各組は、通常、関連付けられた購入取引の注文番号によってインデックス付けする
ことができるそれぞれのデータベースのレコード（あるいは記録）として記憶される。
【００２９】
　抽出された情報に基づいて、購入取引データの検索及び提供サービス１２は、対象とな
る購入関連フィールドタイプのうちの１つ以上について１つ以上の不完全な購入関連デー
タ値を含む購入取引関連データ値の各組にフラグを付ける（図３のブロック３２）。フラ
グが付けられたデータ値の組は、通常、データが限られた注文確認メッセージから抽出さ
れた購入取引関連データ値の組に対応するものである。幾つかの例では、購入取引データ
の検索及び提供システム１２は、１つ以上の重要な購入関連フィールドタイプ（例えば、
商品説明、商品価格、及び商品数量）について不完全な情報を有するか又は情報を有しな
い、購入取引関連データ値の組にのみフラグを付ける。
【００３０】
　フラグ付けプロセス（図３のブロック３２）の幾つかの例では、購入取引データ検索シ
ステム１２は、１つ以上の重要な購入関連フィールドタイプにおける不完全なデータ値の
マーカにつき抽出された購入取引関連データ値の各組を自動的にスキャンする。不完全な
データ値のマーカの例には、商品説明フィールドの抽出された商品説明テキストデータ値
が不完全であることを示す表示が含まれる。そのような表示の例には、商品説明フィール
ド内の抽出された商品説明のテキストに省略記号（例えば、「．．．」）又は他の記号（
例えば、「－」等のダッシュ）が存在することと、それぞれの購入取引が１つ以上の指定
されていない他の品目に関係していることを示す表示が商品説明フィールド内に存在する
（例えば、商品説明テキストが「他の品目」への明示的な言及を含む）こととが含まれる
。
【００３１】
　幾つかの例では、電子メッセージ２２から購入取引関連データ値を抽出することに加え
て、購入取引データの検索及び提供サービス１２は、ユーザが買い物をする販売業者１４
が管理するユーザの顧客アカウントに記憶されたユーザの購入履歴記録から購入取引関連
データ値の完全な組をも抽出する。これらの例では、購入取引データ検索システム１２の
ユーザは、当該ユーザが買い物をする販売業者１４のうちの１以上に関する当該ユーザの
顧客アカウントの認証情報（例えば、ユーザ名及びパスワード）を提供して、購入取引デ
ータ検索システム１２が、販売業者１４のそれぞれに関するユーザの顧客アカウントに関
連付けて記憶されたユーザの購入履歴記録から購入取引データの完全な組を検索すること
を可能とする。
【００３２】
　購入取引データ検索サービス１２は、完全であると判定された購入取引関連データ値の
抽出された組３１と、不完全であるとするフラグが付けられた購入取引関連データ値の抽
出された組３４とをデータ記憶システム３６に記憶する。幾つかの例では、購入取引デー
タ検索システム１２は、不完全であるとするフラグが付けられた購入取引関連データ値の
組を回復データストアに記憶し、完全であると判定された購入取引関連データ値の他の組
を構造化データとしてデータウェアハウスにロードする。回復データストアは、フラグが
付けられたデータの組の一時的なリポジトリとしての機能を果たし、データベース又はフ
ラットファイルとして編成することができる。その一方で、データウェアハウスは、様々
な分析機能及び報告機能をサポートする購入取引データの中央リポジトリとしての機能を
果たす。幾つかの例では、構造化データは、抽出変換ロード（extract-transform-load, 
ＥＴＬ）に基づくデータウェアハウジングの手法を用いてデータウェアハウスにロードさ
れる。
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【００３３】
　購入取引データ検索システム１２は、１つ以上のサイドチャネルデータ回復プロセスを
実行して、回復データストアに記憶された購入取引関連データ値のそれぞれの不完全な組
から欠落しているデータを検索する（図３のブロック３８）。
【００３４】
　ファーストパーティのサイドチャネルデータ回復プロセス３７において、購入取引デー
タ検索システム１２は、データ記憶システム３６に記憶された購入取引関連データ値の完
全な組３１のそれぞれから、欠落データの一部又は全ての回復を試みる。この点に関して
、購入取引データ検索システム１２は、購入取引データの完全な組３１から欠落データの
回復を試みる。購入取引データの完全な組３１は、購入取引データ検索システム１２が、
電子メッセージ２２と各販売業者１４に関するユーザの顧客アカウントから検索されたユ
ーザの購入履歴記録とから抽出するものである。
【００３５】
　サードパーティのサイドチャネルデータ回復プロセス３７において、購入取引データ検
索システム１２は、１以上の商品情報サーバ４０にて管理されているサードパーティのデ
ータから欠落データの一部又は全ての回復を試みる。幾つかの例では、サードパーティの
データは、商品販売業者１４の商品情報サーバ４０により管理されている公に利用可能な
データベース（例えば、商品カタログ）、オンラインショッピングアグリゲータ、及び他
のオンライン商品情報源を含む。
【００３６】
　データ処理ステージ３０において、購入取引データ検索１２は、抽出された購入取引情
報と回復された購入取引情報とを組み合わせて、処理済みデータ２４を生成する。この処
理済みデータは、例えば、集約されたデータと集約されたデータに関するビューとを含む
。自動的に、又はクライアントネットワークノード２０からの要求に応じて、購入取引デ
ータ検索システム１２は、処理済みデータ２４を、集約されたデータに関する各ビューを
表示するクライアントネットワークノード２０へ送る。
【００３７】
　図４に、サイドチャネルデータ回復プロセス４２の一例を示す。このプロセスは、デー
タ記憶システム３６における購入取引関連データ値のフラグ付けされた組に対して後述す
る処理ステージを適用することを含む。
【００３８】
　サイドチャネルデータ回復プロセス４２によれば、購入取引データ検索システム１２は
、フラグ付けされた組内の抽出されたデータ値のうちの１つ以上に基づいて、クエリと少
なくとも１つのクエリ結果選択基準とを決定する（図４、ブロック４４）。クエリ及びク
エリ結果選択基準の具体的な内容は、通常、フラグ付けされたデータ値の組内の抽出され
たデータ値又は回復されることになる欠落情報のうちの１以上、又は抽出されたデータ値
情報及び欠落情報の双方に基づいて決定される。
【００３９】
　幾つかの例は、購入取引記録から抽出された不完全な商品説明に基づいて、購入取引に
おいて購入された商品を特定できるように設計される。これらの例では、購入取引データ
検索システム１２は、購入商品について抽出された、不完全な説明を少なくとも部分的に
クエリに組み込む。これらの例のうちの幾つかにおいて、クエリは、関連付けられた購入
取引記録から抽出された商品モデル番号、商品特徴情報、販売業者の識別子、及び他の補
助的な商品関連情報をも含むことができる。これらの例のうちの幾つかにおいて、クエリ
結果選択基準は、抽出された不完全な商品説明に対応する商品について支払われた、抽出
された価格（例えば、注文小計価格）を含む。クエリ結果選択基準は適時性要件をも含む
ことができる。適時性要件は、（例えば、注文日又は確認メッセージの日付によって示さ
れるような）購入取引の日付と同時又はほぼ同時（例えば、指定された週数内又は月数内
）であるデータから欠落情報が回復されることを保証するものである。クエリ結果選択基
準は、一致する可能性のある商品のリストから特定の商品を選択する１以上のヒューリス
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ティクス（経験則）をも含むことができる。
【００４０】
　幾つかの例は、購入取引記録から抽出された不完全な商品説明及び１つ以上の価格デー
タ値に基づいて、購入取引において購入された商品と、その商品に支払われた価格とを特
定できるように設計される。これらの例では、購入取引データ検索システム１２は、購入
商品について抽出された不完全な説明をクエリに組み込む。これらの例のうちの幾つかに
おいては、クエリは、関連付けられた購入取引記録から抽出された商品モデル番号、商品
特徴情報、販売業者の識別子、及び他の補助的な商品関連情報をも含むことができる。こ
れらの例のうちの幾つかにおいて、クエリ結果選択基準は、次に述べるもののうちの１つ
以上を含む。すなわち、類似する商品説明のリストを絞るために１つ以上の抽出された価
格データ値から導びかれる価格制約と、（例えば、注文日又は確認メッセージの日付によ
って示されるような）購入取引の日付と同時又はほぼ同時（例えば、指定された週数内又
は月数内）であるデータから欠落情報が回復されることを保証する適時性要件と、一致す
る可能性のある商品のリストから特定の商品を選択する１以上のヒューリスティクス（経
験則）とのうちの１つ以上を含む。
【００４１】
　幾つかの例では、購入取引データ検索システム１２は、小計フィールドタイプの第１の
価格データ値と、注文金額フィールドタイプの第２の価格データ値とに基づいて、場合に
よってはそれぞれの購入取引記録から抽出された１つ以上の品目数量データ値にも基づい
て、それぞれのクエリ結果における商品関連品目を選択するための上限商品価格及び下限
商品価格を自動的に決定する。
【００４２】
　これらの例のうちの幾つかでは、上限価格は、抽出された注文総額値に設定される。
【００４３】
　注文小計価格値が０よりも大きい例では、下限価格は、注文小計価格値を、それぞれの
購入取引記録から抽出された１つ以上の品目数量データ値の一次関数に応じた倍率によっ
てスケーリングを行うことにより導かれる。幾つかの例では、この倍率は、式（１）によ
って与えられる。

【数１】

ただし、変数ａ及びｂは、経験的に求められる定数である。
【００４４】
　注文小計価格値が０であるような例では、下限価格は、注文総額値を、それぞれの購入
取引記録から抽出された１つ以上の品目数量データ値の一次関数に応じた倍率によってス
ケーリングを行うことにより導かれる。幾つかの例では、この倍率は、式（１）によって
与えられる。ただし、経験的に求められる定数ａ及びｂのうちの一方又は双方は、注文小
計価格値が０よりも大きい上述の例において用いられる値と同じであってもよいし、異な
っていてもよい。
【００４５】
　図５Ａ及び図５Ｂに、例示的な購入取引記録４６、４８を示す。これに基づいて、購入
取引データ検索システム１２は、それぞれのクエリ語及びそれぞれのクエリ結果選択基準
を生成する。
【００４６】
　図５Ａは、単一品目の購入取引記録４６の一例を示している。この購入取引記録は、購
入商品の部分的な説明（すなわち、「Lemon Star Premium xPhone」）と、購入商品の数
量（「１」であることが暗に示されている）と、購入商品の価格（すなわち、＄１９．９
９）とを提供するものである。この例では、購入商品の説明が不完全であるために、購入
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取引データ検索システム１２が購入商品を直接的に特定することができない。この場合、
購入取引データ検索システム１２は、購入商品について抽出された部分的な説明を含むク
エリを生成するとともに、抽出された購入商品価格を上限価格として含むクエリ結果選択
基準を生成する。
【００４７】
　図５Ｂは、複数品目の購入取引記録４８の一例を示している。この購入取引記録は、リ
ストされている第１の購入商品の数量（「１」であることが暗に示されている）及び部分
的な商品説明（すなわち、「13oz Crichton Sport」）と、購入された「他の品目」の数
量（すなわち、「４」）と、税抜きの品目の総額（すなわち、＄３１．２３）と、注文金
額（すなわち、＄３１．２３）とを提供するものである。この例では、購入取引データ検
索システム１２は、リストされている第１の購入商品を直接的に特定することができず、
購入された「他の品目」のいずれも直接的に特定することができず、購入商品のいずれに
ついても支払われた価格を直接的に求めることができない。この場合、購入取引データ検
索システム１２は、リストされている第１の購入商品について抽出された部分的な説明を
含むクエリを生成するとともに、抽出された注文金額（すなわち、＄３１．２３）を上限
価格として含み、かつ式（１）により定められる倍率による注文小計価格値（すなわち、
＄３１．２３）のスケーリングにより導かれる下限価格を含むクエリ結果選択基準を生成
する。
【００４８】
　図４に戻ると、クエリに基づいて、購入取引データ検索システム１２は、１つ以上の商
品関連品目のそれぞれのリストを含むそれぞれのクエリ結果。これらの商品関連品目のそ
れぞれは、それぞれの購入関連フィールドタイプのデータ値に関連付けられている（図４
、ブロック５０）。クエリ結果は、少なくとも１つのドキュメントの形態でサーバから取
得することができる。このドキュメントは、構造化されている場合もあれば（例えば、Ｈ
ＴＭＬフォーマットのウェブページ）、構造化されていない場合もある（例えば、プレー
ンテキストのドキュメント）。幾つかの例では、商品関連品目のリストは、１以上のファ
クター（例えば、販売数量、売上ランク、商品ビュー、商品レビュー、商品の新しさ、及
び転換率）によってランク付けされる。
【００４９】
　幾つかの例では、購入取引データ検索システム１２は、クエリをデータベースサーチエ
ンジンに送る。このデータベースサーチエンジンは、データ記憶システム３６に関連付け
られており、クエリ内の対応するデータ値に類似するデータ値を含むデータ記憶システム
３６に記憶された購入取引関連データ値の完全な組３１のそれぞれのレコードをサーチす
る。幾つかの例では、サーチは、適時性要件を満たすレコードに限られている。クエリの
送信に応じて、データベースサーチエンジンは、クエリ語に類似する１つ以上のデータ値
を有する商品関連品目のランク付けされたリスト（すなわち、クエリ結果）を返す。リス
トは、１つ以上のファクターに基づいてランク付けすることができる。これらの因子には
、クエリ語との一致度、商品の評判、及び適時性要件を満たす程度が含まれる。幾つかの
例では、商品の評判は、データ記憶システム３６及び他の情報源（例えば、１つ以上のオ
ンライン商取引会社）のうちの１つ以上から得られた購入取引データの分析により求めら
れる。幾つかの例では、リスト内の商品関連品目は、サーチの対象である購入取引の注文
日に対するそれらのそれぞれの注文日の近接度に基づいてランク付けされる。
【００５０】
　幾つかの例では、購入取引データ検索システム１２は、１つ以上のデータベースサーチ
エンジンにクエリを送る。このデータベースサーチエンジンは、それぞれのサードパーテ
ィデータベース（例えば、商品販売業者のサーバ４０又は他のオンラインでの商品情報発
行者が発行する、公に利用可能な商品カタログ）に関連付けられていて、クエリ内の対応
するデータ値に類似するデータ値を有する商品関連品目をサーチする。幾つかの例では、
購入取引データ検索システム１２は、フラグが付けられたデータの組に関連付けられた販
売業者を特定し、特定された販売業者に関連付けられているデータベースサーチエンジン
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にクエリを送る。幾つかの例では、データベースサーチエンジンはウェブサーバ上で実行
され、購入取引データ検索システム１２は、ウェブサーバによって生成されたウェブペー
ジのグラフィカル制御要素にクエリを自動的に入力する。このクエリに応じて、データベ
ースサーチエンジンは、クエリの語に類似した１つ以上のデータ値を有する商品関連品目
のランク付けされたリストを含むクエリ結果ドキュメント（例えば、ウェブページ）を返
す。このリストは、クエリ語との一致度、商品の評判、及び適時性要件を満たす程度を含
む１つ以上のファクターに基づいてランク付けすることができる。幾つかの例では、デー
タベースサーチエンジンは、商品の評判によって商品関連品目リストを自動的にランク付
けする。
【００５１】
　幾つかの例では、購入取引データ検索システム１２は、１以上のデータベースサーチエ
ンジンから得られた複数のサーチ結果を組み合わせて、単一のクエリ結果リストを生成す
る。
【００５２】
　幾つかの例では、購入取引データ検索システム１２は、クエリ結果ドキュメントを、サ
ーチ結果を分析する前に自動的にパースする。これらの例のうちの幾つかでは、購入取引
データ検索システム１２は、クエリ結果ドキュメントのフォーマットに合った１つ以上の
自動化ウェブスクレイピング処理を用いてそのクエリ結果ドキュメントをパースし、クエ
リ結果ドキュメント内の１つ以上の品目について意味的にラベル付けされたデータ値のそ
れぞれの組を含む、パースされた結果リストを取得する。
【００５３】
　図４に戻ると、購入取引データ検索システム１２は、少なくとも１つのクエリ結果選択
基準に基づいて、ランク付けされたリスト内の商品関連品目を選択する（図４、ブロック
５２）。上述したように、クエリ結果選択基準は、１つ以上の価格制約（例えば、上限価
格及び下限価格）、適時性要件、及び１つ以上のヒューリスティクスを含むものとするこ
とができる。これらの基準は、欠落情報を回復するための、ランク付けされたリスト内の
特定の商品関連品目を選択するためのルールの組を生成するために用いられる。
【００５４】
　以下に、品目選択ルールの例を示す。これらのルールを用いて、抽出された部分的な商
品説明と、ランク付けされた品目リスト内の１つ以上の商品説明との間に正確な文字列一
致が存在する特定の商品関連品目が、ランク付けされた品目のリストから選択される。
　●部分的な商品説明との正確な文字列一致を含む品目が１つしか存在しない場合は、そ
の品目を選択する。
　●正確な文字列一致を含む品目が複数存在する場合は、以下の選択ルールのうち、最初
に満たされるものを適用する。
　　○上限価格と下限価格との間にある品目価格を有する、リスト内の最初の品目を選択
する
　　○上限価格よりも低い品目価格を有する、リスト内の最初の品目を選択する
　　○上限価格よりも価格が低い品目がリストにない場合は、リスト内の最初の品目を選
択する
　　○関連付けられた取引記録における注文金額が＄０．００である場合は、リスト内の
最初の品目を選択する
【００５５】
　ランク付けされたリスト内の商品関連品目を選択した後に、購入取引データ検索システ
ム１２は、クエリ結果ドキュメント内の選択された商品関連品目に関連付けられた１つ以
上の、対象となる購入関連フィールドタイプのうちの少なくとも１つについて各データ値
を各クエリ結果から抜粋する（図４、ブロック５４）。このプロセスにおいて、購入取引
データ検索システム１２は、ランク付けされたリストから直接的に、又はランク付けされ
たリストをパースしたものから間接的に、少なくとも１つのデータ値を抜粋することがで
きる。
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【００５６】
　購入取引データ検索システム１２は、抜粋された少なくとも１つのデータ値と、フラグ
付けされたそれぞれの組内の抽出された購入関連取引の値とを、構造化データとしてデー
タウェアハウスにロードする（図４、ブロック５６）。幾つかの例では、このプロセスは
、抽出変換ロード（ＥＴＬ）に基づくデータウェアハウジング手法を用いて実行される。
【００５７】
　上述したように、部分的な商品説明は、単一品目の、データが限られた注文確認メッセ
ージ（図５Ａ参照）において提供され、また、複数の商品のうちの最初の商品についての
部分的な商品説明は、複数品目の、データが限られた注文確認メッセージにおいて提供さ
れる。上述したサイドチャネルデータ回復プロセスは、部分的な商品説明と抽出された価
格選択基準とに基づいて、欠落した商品説明情報と欠落した価格情報とを正しく回復する
高い可能性を有する。単一品目の注文に対応する商品と複数品目の注文において最初にリ
ストされている商品とは、オンライン購入取引において購入される商品のかなり大きな割
合を示すものである。その結果、上述したサイドチャネルデータ回復プロセスにより、従
来のメッセージベースのデータ抽出手法に比べて、データが限られた注文購入取引確認メ
ッセージから求めることのできる実用的なデータの量が大幅に増加する。
【００５８】
　Ｄ．集約された購入取引データに関するビュー
　抽出された購入取引情報は、多種多様な有用かつ有形の現実世界の用途において用いる
ことができる。例えば、個人ユーザの場合、抽出された購入取引情報は、例えば、運送中
の注文を追跡するための情報、購入の詳細にアクセスするための情報、及び集められた購
入のサマリ情報を含むユーザの購入についての情報を示すために処理される。広告主の場
合、抽出された購入取引情報は、例えば、消費者向けの広告をその消費者の購入履歴に基
づいて支援するために処理される。マーケット分析者の場合、抽出された購入取引情報は
、例えば、小売業者、カテゴリ、及びデバイスにわたる匿名の品目レベルの購入詳細を提
供できるように処理される。
【００５９】
　図６に、特定の消費者（すなわち消費者Ａ）の一組の購入取引情報を表すグラフィカル
ユーザインタフェース６２の一例を示す。この例では、消費者Ａが購入した商品群の購入
取引情報が、消費者Ａの購入履歴を提供できるように、商品ごとに注文日が新しい順に示
されている。購入取引情報は、注文日、品目説明、価格、販売業者、及びステータスを含
む。この購入取引情報を示すことにより、消費者Ａは、支払った価格及び配送ステータス
等の、購入履歴における商品についての情報を容易に得ることができる。このように、消
費者Ａは、購入した物、購入した場所及び到着時期を、購入取引情報が含まれた最初の電
子メッセージ（例えば、ｅメールメッセージ）を見直す必要なく、容易に得ることができ
る。
【００６０】
　集められた購入取引情報の他の例示的なアプリケーションは、例えば、米国特許出願公
開第２０１３００２４９２４号及び米国特許出願公開第２０１３００２４５２５号に記載
されている。
【００６１】
　Ｅ．例示的なコンピュータ装置
　コンピュータ装置は、本明細書に記載の方法の機能を実行するための改良された処理シ
ステムを提供できるように合わせてプログラムされる。
【００６２】
　図７に、コンピュータシステム３２０によって実施されるコンピュータ装置の例示的な
実施形態を示す。コンピュータシステム３２０は、処理ユニット３２２と、システムメモ
リ３２４と、処理ユニット３２２をコンピュータシステム３２０内の様々な構成要素に接
続するシステムバス３２６とを備えている。処理ユニット３２２は、１つ以上のデータプ
ロセッサを含むことができ、それらのデータプロセッサのそれぞれは、様々な市販のコン
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４は、通常、ソフトウェアアプリケーションに利用可能なアドレスを定めるソフトウェア
アプリケーションアドレス空間に関連付けられた１つ以上のコンピュータ可読媒体を含む
。システムメモリ３２４は、コンピュータシステム３２０の起動ルーチンを含む基本入出
力システム（ＢＩＯＳ）を記憶する読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）と、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）とを備えることができる。システムバス３２６は、メモリバス、周辺バ
ス又はローカルバスとすることができ、ＰＣＩ、ＶＥＳＡ、Ｍｉｃｒｏｃｈａｎｎｅｌ（
マイクロチャネル）、ＩＳＡ、及びＥＩＳＡを含む様々なバスプロトコルのうちの任意の
ものと互換性を有するものとすることができる。コンピュータシステム３２０は、永続的
記憶メモリ３２８（例えば、ハードドライブ、フロッピードライブ、ＣＤＲＯＭドライブ
、磁気テープドライブ、フラッシュメモリデバイス、及びデジタルビデオディスク）をも
備えている。この永続的記憶メモリは、システムバス３２６に接続され、データ、データ
構造体及びコンピュータ実行可能命令のための不揮発性記憶装置又は永続的記憶装置を提
供する１つ以上のコンピュータ可読媒体ディスクを含む。
【００６３】
　ユーザは、１つ以上の入力デバイス３３０（例えば、１つ以上のキーボード、コンピュ
ータマウス、マイクロフォン、カメラ、ジョイスティック、物理運動センサ、及びタッチ
パッド）を用いて、コンピュータシステム３２０とインタラクトする（例えば、コマンド
又はデータを入力する）ことができる。情報は、ディスプレイモニタ３３２にてユーザに
提示されるグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を通じて示すことができる。デ
ィスプレイモニタ３３２は、ディスプレイコントローラ３３４によって制御される。コン
ピュータシステム３２０は、他の入出力ハードウェア（例えば、スピーカ及びプリンタ等
の周辺出力デバイス）をも備えることができる。コンピュータシステム３２０は、ネット
ワークアダプタ３３６（「ネットワークインタフェースカード」又はＮＩＣともいう）を
通じて、他のネットワークノードに接続する。
【００６４】
　複数のプログラムモジュールをシステムメモリ３２４に記憶することができる。これら
のプログラムモジュールには、アプリケーションプログラミングインタフェース３３８（
ＡＰＩ）、オペレーティングシステム（ＯＳ）３４０（例えば、米国ワシントン州レドモ
ンドのMicrosoft Corporation社から入手できるＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーテ
ィングシステム）、購入取引データ検索システム１２の機能のうちの１つ以上を実行でき
るようにコンピュータシステム３２０をプログラムする１つ以上のソフトウェアアプリケ
ーションを含むソフトウェアアプリケーション３４１、ドライバ３４２（例えばＧＵＩド
ライバ）、ネットワーク・トランスポート・プロトコル３４４、及びデータ３４６（例え
ば、入力データ、出力データ、プログラムデータ、レジストリ、及び構成設定）が含まれ
る。
【００６５】
　幾つかの実施形態では、購入取引データの検索及び提供サービス１２、商品販売業者１
４、商品配送業者１６、及びメッセージ提供者１８（図１参照）の各々から提供されるサ
ービスは、コンピュータ装置３２０に対応する１つ以上のサーバネットワークノードを有
する各サーバシステムによって少なくとも部分的に実行される。
【００６６】
３．結論
　本明細書に記載の実施形態によれば、購入取引情報を複数の情報源から目立たないよう
に検索し、その情報を組み合わせて、従来の手法により利用可能なものよりも広い様々な
異なる購入取引及び販売業者にわたる実用的な情報を提供する、改良されたシステム、方
法及びコンピュータ可読媒体が提供される。
【００６７】
　他の実施形態は、特許請求の範囲に含まれる。
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